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【手続補正書】
【提出日】平成22年1月25日(2010.1.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）ｉ）９０～９９重量部の非第三級アルコールの（メタ）アクリル酸エステルである
モノマー単位であって、前記アルコールが１～１４個の炭素原子を有するモノマー単位；
　　　ｉｉ）１～１０重量部の酸官能性モノマーであるモノマー単位；
　　　ｉｉｉ）０～１０重量部の第２の極性モノマーであるモノマー単位；
　　　ｉｖ）０～５重量部のビニルモノマー単位；及び
　　　ｖ）０～１重量部の多官能性アクリレートを含むポリマー成分、並びに
　ｂ）ポリマー１００重量部に対し１～８重量部の、９～２５ｎｍの平均粒径と４０～３
００ｎｍの長さを有する針状シリカナノ粒子を含み、
　前記シリカナノ粒子が表面改質されていない感圧性接着剤組成物。
【請求項２】
　前記針状シリカナノ粒子が親水性ナノ粒子である、請求項１に記載の感圧性接着剤。
【請求項３】
　前記ポリマーが、１～５重量部のアクリル酸及び１～５重量部の第２の極性モノマーを
含む、請求項１に記載の感圧性接着剤。
【請求項４】
　前記針状シリカナノ粒子が表面改質されており、利用可能な表面官能基の２５％未満が
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改質されている、請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
　０～８重量部の、２０ナノメートル以下の平均粒径を有する球形状シリカナノ粒子を更
に含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項６】
　請求項１に記載の感圧性接着剤及び可撓性裏層を含む、接着剤物品。
【請求項７】
　ｐＨ２～６を有する水性エマルションであって、
　　（ａ）前記エマルションの総重量に対し２４～約７０重量％のポリマーであって、
　　　ｉ）９０～９９重量部、好ましくは９０～９５重量部の、非第三級アルコールの（
メタ）アクリル酸エステル（前記アルコールは１～１４個の炭素原子を有し、炭素原子の
平均個数が約４～約１２個である）；
　　　ｉｉ）１～１０重量部の酸官能性モノマー；
　　　ｉｉｉ）０～１０重量部の第２の非酸官能性極性モノマー；
　　　ｉｖ）０～５重量部のビニルモノマー；
　　　ｖ）任意に、０．０１～１重量部の多官能性アクリレート；
　　　ｖｉ）０～０．５重量部の連鎖移動剤；
　　　ｖｉｉ）ポリマー１００重量部に対し１～８重量部の、９～２５ｎｍの平均粒径と
４０～３００ｎｍの長さを有するシリカナノ粒子の重合反応生成物を含むポリマー（（ｉ
）～（ｖｉｉ）の合計が１００重量部である）、及び
　　（ｂ）前記エマルションの総重量に対し３０～７０重量％の水相であって、界面活性
剤を含む水相を含むエマルション。
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